農業施設貸与事業実施要領

第１　趣旨
本県では、都市近郊の立地を活かした施設園芸を推進することで、収益性が高く、高品質な農産物の生産を推進するとともに、競争力のある産地作り及び農業者の育成を図っている。
一方で、施設園芸の整備には多額の初期投資が必要となるため、初期投資を抑え、施設園芸への新規参入、さらに規模拡大がしやすい環境の整備が必要である。
特に、本県の今後の農業を担う新規就農者については、まとまった農地の確保が難しいこともあり、比較的小さな面積で安定した収益が見込まれる施設園芸を目指す者が多いものの、経営資金は不十分である。
このため、ＪＡ等が園芸施設等を整備して新規就農者等へ貸与することで、円滑な就農や地域への定着、農業法人等の生産拡大、さらには雇用の創出を図ることにより、農村地域の活力創生に資する。
また、近年、定年延長により期待されていた地域農業の後継者の確保が更に困難になっており、幅広い年齢層からの新たな農業人材の確保が求められていることから、定年帰農者等にも支援することで地域農業の維持発展にも繋げる。

第２　事業の内容
　１　事業内容
　　この事業は、契約に基づき利用者に貸し付けることを目的として、事業実施主体が園芸施設（附帯設備等を含む。）又は露地用農業機械（以下「施設・機械」という。）を整備する場合において、その施設・機械を利用者に貸与する事業（以下「貸与事業」という。）にかかる経費について助成を行う。
　　また、原油価格高騰等の影響下で、施設園芸においてランニングコストの低減を図るため、省エネ生産に資する機器等を整備する場合の経費の助成を行う。
２　事業実施主体
事業実施主体は、市町、農業協同組合連合会、農業協同組合、市町公社（地方公共団体が出資している法人。以下同じ。）又はリース会社とする。
なお、リース会社が事業実施主体となる場合は、原則として市町、農業協同組合又は市町公社との共同申請とする。
ただし、リース料の低減や事業が円滑かつ適正に行えると認められるときは、リース会社単独での申請も可能とする。
３　利用者
　　利用者は、次のいずれかのものとする。
(1)　新規就農者（法人を含む。）
認定新規就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第14条の４第１項の認定を受けた者をいう。以下同じ。）又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者（農業を開始するために県内へ転居する予定の県外居住者であって、認定新規就農者又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者を含む。）のうち、次のア又はイのいずれかを満たすもの
ア　農業経営の開始前に、貸与事業で取り組もうとする作目について、研修又は雇用等による実務経験が概ね1年以上（概ね1,200時間以上）あるもの
イ　認定新規就農者のうち、直近年の青年等就農計画の所得目標を概ね達成しているもの
(2)　認定農業者（法人を含む。）
認定農業者（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第12条第１項の認定を受けた者をいう。以下同じ。）又は事業実施年度中にその認定を受ける見込みの者のうち、次のいずれかを満たすもの
ア　事業実施年度又はその前年度から、新たに従業員又は研修生(雇用・研修期間の定めがない又は定めがある場合は１年以上の雇用・研修期間で、かつ、概ね年間150日以上従事又はする予定の者)を受け入れるもの
イ　現状より施設園芸作物を生産量で概ね25％以上又は生産額の概ね25％以上の増加が見込めるもの
ウ　現在の栽培品目から施設園芸に転換する又は新たな栽培品目として施設園芸に取り組むもの
(3)　定年帰農者等
事業実施年度内の年齢が50歳以上70歳未満の者であって、販売農家又は販売農家を目指す者のうち、次のいずれかを満たすもの（(1)に該当するものを除く。）
ア　事業実施年度又はその前年度に非農家から就農する新規参入者でかつ農地中間管理機構から貸借権の設定を受けたもの
イ　事業実施年度又はその前年度に親から経営を引き継ぎ農業に取り組むもの
(4)　農業参入企業
事業実施前年度又は事業実施年度中に農業部門に参入する法人のうち、次の全てを満たすもの
ア　参入前に、貸与事業で取り組もうとする作目について、研修又は雇用等による実務経験が概ね1年以上（概ね1,200時間以上）ある役員又は社員を有するもの
イ　参入時点で、農業を主たる事業としていないもの
４　採択要件
事業の採択要件は、次のとおりとする。
第２の３の(1)、（2）及び(4)については次に掲げる(1)～(4)、第２の３の(3)については(2)～(4)の全てを満たすこととする。
(1)　新規就農者の確保若しくは地域の雇用の確保・創出に寄与、生産量若しくは生産額の増大の取組であること、又は新たな品目への取組であること。
(2)　導入しようとする施設・機械の能力・規模が利用者の経営計画等から見て適正であること。
(3)　施設・機械の管理に当たる責任者が配置されていること。
(4)　県民局又は県民センター（以下｢県民局等｣という。）、市町、農業協同組合等の関係機関の支援体制が整っていること。
５　対象施設等
対象とする施設・機械は、別表に掲げる施設・機械であって耐用年数が原則４年以上（中古品のものは２年以上）のものとする。
なお、新品のもの又は新設、新築によるもののほか、既存施設及び資材の有効利用等の観点から見て、当該事業実施地区の実情に照らし適当と認められる場合には、中古品の使用や、増築、併設等及び合体並びに古材の利用によるものも含むことができるものとする。この場合、中古品の耐用年数の算出方法については原則として別紙１のとおりとする。
　６　補助対象経費
[bookmark: _Hlk153805194]第２の５で補助対象とする施設・機械の貸与に要する経費（実施設計費、設置費、及び運送費を含む。）とする。
　７　貸与方法　
貸与方法については、リース契約、賃貸借契約及び使用貸借契約のいずれかによるものとする。

第３　リース契約について
本事業の対象とするリース契約は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
１　リース契約に係る基本的事項
事業実施主体と利用者との間において、リース契約の目的、期間、リース料、リース料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止、契約不適合責任、保守・修繕の方法、免責事項等について明記された書面によるリース契約を締結すること。
なお、リース契約は、原則として、補助金の交付が決定された旨の通知を受けてから事業実施年度内に締結すること。
２　リース期間
施設・機械のリース期間は耐用年数以上かつその２倍以内であること。
３　リース料
年額リース料は原則として「事業実施主体負担額(購入額-補助金)／リース契約年数＋年間管理料」により算出される額以内であることとする。
なお、事業実施主体は年間管理料を軽減するなど、利用者のリース料の低減が図られるよう努めるものとする。
４　災害の報告
利用者は施設・機械の利用について責任をもって行い、災害等により施設・機械に異常が起きた場合は、事業実施主体に直ちに報告するものとされていること。
５　施設を整備する土地について
事業実施主体は、利用者がリース契約期間中、継続的に土地を利用できないおそれのある場合はリース契約を締結してはならない。

第４　賃貸借及び使用貸借契約について
本事業の対象とする賃貸借契約及び使用貸借契約（以下「賃貸借契約等」という。）は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
１　賃貸借契約等に係る基本的事項
事業実施主体と利用者との間において、契約の目的、期間、賃貸料（使用貸借の場合を除く。）、賃貸料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止、契約不適合責任、保守・修繕の方法、免責事項等について明記された書面による賃貸者借契約等を締結すること。
２　賃貸料
年額賃貸料は原則として「事業実施主体負担額(購入額-補助金)／処分制限期間年数＋年間管理料」により算出される額以内であることとする。
なお、事業実施主体は年間管理料を軽減するなど、利用者の賃貸料の低減が図られるよう努めるものとする。
３　災害の報告
利用者は施設・機械の利用について責任をもって行い、災害等により施設・機械に異常が起きた場合は、事業実施主体に直ちに報告するものとされていること。
４　施設を整備する土地について
事業実施主体は、利用者が賃貸借契約等期間中、継続的に土地を利用できないおそれのある場合は賃貸借契約等を締結してはならない。

第５　事業の実施等の手続
　１　事業計画の作成
(1)　利用者になることを希望する者は、参考様式１号により事業計画書を事業実施主体に提出するものとする。
(2)　事業実施主体は、(1)で利用者になろうとする者から事業計画書の提出があった場合には、必要に応じて関係機関と調整の上、事業計画(別紙様式１号)を作成し、原則として事業を実施する地区（以下｢実施地区｣という。）を所管する県民局長又は県民センター長（以下「県民局長等」という。）に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、実施地区の範囲が複数の県民局等にまたがる場合は、提出先は主たる実施地区を所管する県民局長等とする。
２　事業計画の承認等
(1)　県民局長等は、第５の１により事業実施主体から提出された事業計画について、第２の４の採択要件等を満たしている場合は、当該事業計画の写しを農林水産部長に送付するものとする。
(2)　農林水産部長は、(1)で県民局長等から事業計画の写しの提出があった場合は、予算の範囲内で補助金を割当し、県民局長等に通知するものとする。
なお、この場合において、農林水産部長は、予算の範囲内で、事業計画の一部又は補助事業に要する経費の一部の調整等を行うことができる。
(3)　県民局長等は、(2)で農林水産部長から予算の割当があった場合には、事業実施主体に対し、当該事業計画の承認を行うものとする（別紙様式２号）。
[bookmark: _Hlk153805646]３　事業の着手
(1)　事業の着手（入札又は見積もり合わせを含む。）は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情があり、事業の効果的な実施を図る上で、交付決定前に着手する必要がある場合は、事業実施主体から県民局長等に交付決定前着手届（別紙様式３号）が提出されている場合に限り、交付決定前に着手することができるものとする。
(2)　(1)の事業の着手に当たっては、入札又は見積もり合わせを行うなどにより事業の適正な執行に努めるものとする。
４　事業計画の変更
　　  事業計画の重要な変更は次に掲げるものとし、第５の２の手続に準じて行うものとする。
なお、これに該当しない変更にあたっては、事業実施主体は、事業の実施状況、社会・経済情勢の変化等を勘案し、施設・機械を適切に利用できるよう努めるものとする。また、県民局長等は、これを掌握して適切に助言指導を行うよう努めるものとする。
(1)　利用者の変更
(2)　事業内容の中止又は廃止
(3)　事業量又は能力の３０％を超える増減
(4)　主要構造又は工法の変更
５　事業の完了及び完了後の報告の手続
(1)　本事業は、原則として第５の２により承認を受けた年度において事業を完了するものとする。
(2)　事業実施主体は、事業完了後、事業の実績報告を翌年度の４月末までに県民局長等に報告するものとする（別紙様式４号）。また、事業実施主体は、事業完了年度から処分制限期間終了年度まで毎年度、当該年度における事業の実施状況を翌年度の４月末までに県民局長等に報告するものとする（別紙様式５号）
[bookmark: _Hlk69716073](3)　県民局長等は、(2)の報告を受けた場合、その内容について点検し、事業計画に相違する場合は事業実施主体に適切な措置を講じるよう指導するものとする。また、(2)の報告を取りまとめ、翌年度の５月１０日までに農林水産部長に報告するものとする。
６　管理運営等
(1)　事業実施主体及び利用者は、本事業により整備した施設・機械を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、その設置目的に即して適正に管理運営するものとする。
(2)　事業実施主体は、整備した施設・機械について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに利用者に報告させ、県民局長等に届け出るものとする。
(3)　事業実施主体または利用者は、整備した施設・機械について、農業共済又は天災等に対する補償を備えた他の損害保険等（以下「保険等」という。）への加入を行うものとする。また、当該財産の処分制限期間において保険等への加入の継続に努めるものとする。
(4)　事業実施主体または利用者は、本事業の利用に係る個人情報を県が兵庫県農業共済組合に提供すること及び兵庫県農業共済組合が当該情報を保険等への加入推進に利用することに同意するものとする（別紙様式６号）。
７　財産処分等の手続
(1)　事業実施主体は、整備した施設・機械について、その処分制限期間内に利用者の変更や財産処分（事業の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供すること。）を行う場合は、県民局長等の承認を受けなければならない。
(2)　県民局長等は、当該承認をする場合には、あらかじめ、農林水産部長と協議しなければならない。
８　増築等に伴う手続
(1)　事業実施主体は、整備した施設・機械の移転、更新、増築、模様替え等を処分制限期間内に行うときは、あらかじめ利用者と協議の上報告させ、その必要性を検討するとともに、県民局長等に届け出て、その指示を受けるものとする。
(2)　県民局長等は、(1)で事業実施主体から届出があった場合には、その届出の写しを農林水産部長に送付するものとする。
９　利用者への指導
事業実施主体は、特に認定新規就農者が利用者となる場合については、青年等就農計画が達成されるよう利用者の指導に当たり留意する。

第６　事業の推進指導
１　地域就農支援センター（事務局：農業改良普及センター）は、利用者から相談があった場合は、事業実施主体との調整及び事業計画の作成等の支援を行う。
２　県民局等は、特に新規就農者に対する農地や住居の確保など、本事業の効果的な実施が図られるよう、市町・農業委員会・農地中間管理機構等と一体的な推進を図ることとする。
３　県民局長等及び農林水産部長は、本事業の効果的かつ適正な推進を図るため、市町、農業協同組合、兵庫県農業協同組合中央会、ひょうご就農支援センター、公益社団法人ひょうご農林機構、県立農林水産技術総合センター、県立農業大学校等関係機関の密接な連携による推進体制の整備を図り、本事業の実施と事業実施後の施設等の利用促進について推進指導を行う。
４　事業実施主体は、関係機関による支援体制を構築し、利用者の早期経営安定に向けた栽培技術の指導、出荷指導や販路の確保・開拓等について、総合的に支援するものとする。

第７　助成措置
１　県は、予算の範囲内において、事業の実施に要する経費に対して補助を行う。
なお、本事業を実施するにあたっては、要望の把握に努めるとともに、予算等の制約によりその全てについて配分することが困難な場合には、第２の３の(1)～(3)及び(4)にあっては別紙２の優先順位に基づき事業実施主体に配分する。
２　補助率は以下のとおりとする。
(1)　第２の３の(1)の者が利用者の場合、補助率は１／２以内とする。
但し、露地用農業機械を導入する場合、補助率は１／３以内とする。
(2)　第２の３の(2)、(3)及び(4)の者が利用者の場合、補助率は１／３以内とする。
但し、第２の(2)の利用者の露地用農業機械の導入は補助対象外とする。

第８　その他
１　ひょうご施設園芸環境制御技術導入加速化支援事業の対象となる事業については、同事業を積極的に活用すること。
２　この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については、農林水産部長が別に定める。

　　附　則
この要領は、平成27年３月30日から適用する。
　　　附　則
この要領は、平成28年４月１日から適用する。
　　附　則
　この要領は、平成29年４月１日から適用する。
　　　附　則
この要領は、平成31年４月１日から適用する。
　　　附　則
この要領は、令和２年４月１日から適用する。
　　　附　則
この要領は、令和３年４月１日から適用する。
　　　附　則
この要領は、令和４年４月１日から適用する。
　　　附　則
この要領は、令和４年６月９日から適用する。
　　　附　則
この要領は、令和６年４月１日から適用する。
附　則
この要領は、令和７年４月１日から適用する。
　


（別紙１）　　中古設備の耐用年数の算出方法について
　

本事業における中古設備の耐用年数の算出方法については、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第15号）の規定に準じて次のとおり行うこととする。

１　見積法
(1)　既に耐用年数の全部又は一部を経過している中古設備を活用する場合は、原則としてその中古設備の耐用年数は、法定耐用年数ではなく取得後の使用可能期間を見積もって耐用年数とする。
(2)　この見積り年数は、中古設備の使用状況、損耗割合等の具体的な資料を元に算出する方法や技術者等の鑑定を基に見積もるなど合理的な方法で行う。（単純に２年経過しているから法定耐用年数から２年を差し引くといった方法は認められない。）

２　簡便法
　見積法による算定が困難であるときは、次の簡便法により算定した年数に
よることができる。 
(1)　法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20％に相当する年数
法定耐用年数×0.2
(2)　法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20％に相当する年数を加えた年数
（法定耐用年数－経過年数）＋（経過年数×0.2）

３　上記の見積法及び簡便法が適用できない場合
中古設備がそのままでは使用できないため、修繕・改良をした場合、その金額が中古設備の再取得価額（中古設備と同じ新品のものを取得する場合の価額）の50％を超える場合には、見積法及び簡便法により耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用する。

４　年数の端数及び最低年数
(1)　計算により算出した年数に端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2)　計算により算出した年数が2年に満たない場合には2年とする。

（別表）　対象施設等一覧
	
	園芸施設
	露地用農業機械

	対象
	① 園芸施設（育苗施設、高度な環境制御栽培施設を含む。）
② ①の附帯設備
②-２ 附帯設備（省エネ生産に資する機器等）
③ ①で使用する農業用機械
④ 雨除け施設等を付随する果樹棚
⑤ その他必要と認められる施設
	第２の３の(1)、(3)及び(4)の者が利用者の場合、露地野菜等の農業経営に必要な農業機械
ただし、事業実施前年度又は事業実施年度中に農業経営を開始している又はする予定である第２の３の(1)の者は対象外とする。



１　園芸施設
(1)　園芸施設とは以下のいずれかを満たすものとする。
なお、整備内容ごとに事業費が消費税を除いて50万円以上であること。
ア　温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設で、その全体が被覆されているプラスチックハウス及びガラス温室 
イ　気象上の原因により農作物栽培の生育が阻害されることを防止するための施設（雨よけ施設及びネットハウス）
(2)　附帯設備とは、施設内部で農作物の栽培のために使用する養液栽培設備、暖房設備、かん水設備等とする。
また、省エネ生産に資する機器等とは、暖房設備、温度センサー、ヒートポンプ、内張カーテン、自動環境制御装置等とする。
なお、整備内容ごとに事業費が消費税を除いて50万円以上であること。
(3)　園芸施設で使用する農業用機械とは下記ア～ウの全てを満たすものとする。
ア　整備内容ごとに事業費が消費税を除いて50万円以上であること。なお、アタッチメントのみは不可とする。
イ　既存の農業用機械の単純更新（同程度の能力・処理量の農業用機械の再導入）は対象外とする。
ウ　運搬用トラック等施設園芸以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象外とする。
２　露地用農業機械
　　露地用農業機械については、以下の全てを満たすものとする。
(1)　第２の３の(1)(4)の者が利用者の場合は次に掲げるア～エを、第２の３の(3)の者が利用者の場合イ～エを満たすものとする。
ア　兵庫県が推進する地域就農・定着応援プランが作成済又は実施年度内に作成が確実と認められる地域内で利用する農業用機械に限る。（原則、大字又はJA生産部会等の範囲で作成したもの）
イ　整備内容ごとに事業費が消費税を除いて50万円以上であること。なお、アタッチメントのみも可とする。
ウ　１利用者あたりの補助額上限は100万円とする。
エ　運搬用トラック等の農業施設貸与事業以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象外とする。
３　補助上限額
１件当たりの補助上限額は第２の３の (3)の者が利用者の場合は300万円、それ以外の利用者の場合は2,500万円とする。
ただし、同一の利用者が貸与事業を複数回活用する場合については、過年度分も含めた貸与事業補助金の累計上限額を、第２の３の (3)の者が利用者のときは300万円、それ以外の利用者のときは5,000万円とする。
４　下限事業費
　　１件当たりの下限事業費は、第２の３の(1)の者（事業実施前年度又は事業実施年度中に農業経営を開始している又はする予定である者に限る）が利用者の場合は消費税を除いて1,500万円、それ以外の利用者の場合は消費税を除いて50万円とする。



（別紙２）

　以下の順に優先配分する。

１　貸与方式
(1)　賃貸借方式
(2)　リース方式

２　就農地
(1)　地域就農・定着応援プランが作成済又は実施年度内に作成が確実と認められる地域における認定新規就農者及び新規就農者の受入活動を行う認定農業者等
なお、地域就農・定着応援プランは原則、大字、JA生産部会等の範囲で作成したものとする。
(2)　上記以外

３　利用者
(1)　認定新規就農者
(2)　認定農業者
(3)　(1)(2)以外で、地域計画（農業経営基盤強化促進法第19条第１項に規定する地域計画をいう。）のうち目標地図（同条第３項の地図をいう。以下同じ）に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる者
(4)　上記以外

４　３の各利用者区分内で順位付けが必要となる場合
(1)　中山間地域（４法指定地域）
(2)　補助金投資効果
　　　生産額の拡大/補助金額の数値が高い事業
(3)　補助金額が少額の計画




（別紙様式１号）
第　　　　　　号　
年　月　日　

　○○県民局長（県民センター長）　様
                                                   


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施主体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話（　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール



農業施設貸与事業に係る事業計画の（変更）承認申請について


農業施設貸与事業実施要領（平成27年３月30日付け農営第2068号）第５の１の（２）の規定に基づき、関係書類を添えて（変更）承認申請します。







　注）１　関係書類として、別紙「農業施設貸与事業に係る事業計画書」（以下
「事業計画書」という。）を添付すること。
　
２　利用者１経営体毎に申請すること。

３　事業計画書の各記載項目のうち、契約に関する書類で確認が可能な
場合にあっては、当該書類の添付をもって記載を省略できるものとす
る。


別紙

農業施設貸与事業に係る事業計画（実績報告）書

                                          （事業実施年度：　　○年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業実施主体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

【担当者】
所属・役職
担当者氏名
電話番号
FAX番号
e-mailアドレス
１　事業目的
	

〔該当するものに全て○〕
新規就農者の確保（　）、雇用確保・創出（　）、生産量又は生産額の拡大（　　）、
新たな品目への取組（　　）、省エネの取組（　　）



２　事業内容
	事業量
	事業に要する経費
（円）
	負担区分
	備考

	経費区分及び
対象機械・施設
	台数・面積
	
	県費
（円）
	市町費
（円）
	その他
（円）
	

	　農業施設貸与事業に係る貸与事業

１　対象施設
　周年栽培高温抑制型温室
　　養液栽培装置
　　複合環境制御装置　　

　高度環境制御栽培施設
    自動カーテン装置

２　対象機械
 
 　○○○収穫機
　 ○○○植付機
 
 　○○○収穫機

          計
	



  ○㎡
 ○一式
 ○一式

 ○㎡
 ○一式



 ○台
 ○台

 ○台
 

	


















	


















	


















	

















	




















事業完了（予定）年月日　　年　　月　　日　　


[bookmark: _Hlk105367651]３　導入する施設・機械の利用者
	認定新規就農者（　  ）、認定農業者（　　）、定年帰農者等（　　）
参入企業（　  ）



	中山間地域（４法指定地域）（　　）、地域計画の目標地図への位置づけ（　　）、
地域就農・定着応援プラン（　　）



	
住所
	〒
                                  

	
氏名＜名称・代表者＞
	


	生年月日
＜法人設立年月日＞

	　　　年　　月　　　日生（　　歳）
＜　　年　　月　　　日設立＞

	就農地
	

	農業経営開始日
	年　　月　　　日


	認定新規就農者：就農認定日
認定農業者：経営改善計画認定日
	青年等就農計画　　年　　月　　日　（認定・認定見込み）
経営改善計画　　　年　　月　　日　（認定・認定見込み）

	経営面積

	（現状）
施設              a
露地　　　　　　　a
	（実施後）
施設              a
露地　　　　　　　a　

	経営品目（生産量、生産額）

	（現状）

○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
	（実施後）
 ※うち本事業活用分に下線
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）

	雇用状況
	（現状）
常勤　　　　　　　名
非常勤　　　　　　名
	（実施後）
常勤　　　　　　名（　　名）
非常勤　　　　　名（　　名）
（）内はうち本事業活用分

	地域計画
	作成・見直し年月日：
地区名：

	地域就農・定着応援プラン
	作成（予定）年月日：
プラン名：

	定年帰農者等
	新規参入者（　　）、親の農業を承継する者（　　）


[bookmark: _Hlk156224127]（注）１　認定新規就農者、認定農業者については、青年等就農計画又は経営改善計画の写しを添付すること。認定見込み者については、申請予定の青年等就農計画（案）又は経営改善計画（案）を添付すること。
２　上記１以外の者については、参考様式２の経営計画書を添付すること。
３　実施主体又は利用者が施設を整備する土地の利用権を有することがわかる書類を添付すること。なお、賃貸借方式の場合は、計画承認申請時は地権者が整備に合意していることがわかる書類および利用者の申込書の添付でも可とする。
４　農業施設貸与事業実施要領第２の３の利用者ごとの要件を満たすことがわかる書類を添付すること。
５　UJIターン者については、県外居住と、県内転居がわかる書類を添付すること。
６　法人については、定款を添付すること。
７　地域計画のうち目標地図に位置づけられている者については、地域計画の写しを添付すること。位置づけられることが確実と見込まれる者については、地域計画の話し合いの議事概要等そのことがわかる書類を添付し、実績報告時に必ず地域計画の写しを添付すること。
８　地域就農・定着応援プランについては、写しを添付すること。
９　定年帰農者等については、農業協同組合の正組合員になった日など、就農日がわかる書類を添付すること。
10　実績報告時には、加入した保険の保険証書等の写しを添付すること。
11　省エネの取組については、実績報告時に省エネ取組シートを添付すること。


４　導入する施設・機械等
	園芸施設のみ（　　）、園芸施設＋露地用農業機械（　　）、露地用農業機械のみ（　　）
園芸施設が高度環境制御栽培施設である（　　）



（１）園芸施設　　
	
対象施設










	
対象作物
	


	
	
施設のみ（　　）、施設＋附帯設備（　　）

	
	
施設面積・構造
	
         ㎡

	
	
附帯設備

	
①　養液栽培装置           一式
②　複合環境制御装置       ○セット

	
	
中古品を利用する場合
	
設置面積
	
鋼材の種類
	
設置年
	
新調年

	
	
	
          ㎡
	

	

	


	
対象機械
	機種名
	
	数　量
	　　　台

	
	型式名
	

	
	利用面積
	（計画）　　　　　　　a

	
	
	（利用計画の設定の考え方）

	物件設置場所
	


	物件所有者
	


	物件管理者
	



　（注）　１　施設については、低コスト耐候性ハウスの場合、新設、中古品にかかわらず、設計図及び耐風強度若しくは耐雪強度を保証する製造会社等の説明書を添付すること。
２　「鋼材の種類」欄については、主に用いられている鋼材の種類を記入すること。なお、鉄骨補強パイプハウスの場合は、パイプと記入すること。
３　既存施設を利用する場合は、施設の内部及び外観を写した写真（３ヶ月以内に写したもの）を添付すること。
４　貸与物件設置場所の地図を添付すること。
５　対象機械については、善良な管理が行える場所とすること。保管場所がわかる書類（地図、写真等）を添付すること。










（２）露地用農業機械
	
対象機械









	
機種名
	

	
数　量
	
          台

	
	
型式名
	
                                         

	
	
対象作物
	


	
	
利用面積



	
（計画）　　　　　　a　　

	
	
	（利用計画の設定の考え方）



	物件保管場所
	

	物件所有者
	


　（注）リース物件保管場所については、善良な管理が行える場所とすること。保管場所がわかる書類（地図、写真等）を添付すること。

	
　　　　　　　　　　　　　　（年）


（３）導入する施設・機械等のうち最も長い耐用年数


（４）（参考）既存機械
	
機種名
	

	
数　量
	
          台

	
型式名
	
                                         

	
対象作物
	


	
利用面積
	
　　　　　　a　　

	
導入年月
	
　　　年　　　月

	
(２)の機械導入後の取扱
	
　１　併用　　　　２　更新　　


　（注）農業用機械のみ導入する場合は記入すること。

５　貸与方式
	リース（　  ）、賃貸借（　  ）



 （１）リース
	
リース期間
（注１）

	
開始日～終了日（※１）
	
～
	
    （年）

	
	
リース契約日から○年間（※２）
	
       （年）

	
リース物件取得見込額（税抜き）       
	
                            (円）

	
リース期間終了後の残価設定（税抜き）    
	
                            (円）

	
補助事業に要する経費（税抜き）        
	
                            (円）

	
補助金申請額            　　　　　　 　
	
                            (円）

	
施設利用者負担総リース料（税込み）　　
	
                            (円）

	
施設利用者負担年間リース料（税込み）　　
	
                            (円）

	
年間管理料（金利・保険料・消費税等）　  
	
                            (円）


（注１）※１及び※２については、いずれかを記入すること。

（２）賃貸借
	
賃貸借期間
　（注１）

	
開始日～終了日（※１）
	
～
	
    （年）

	
	
契約日から○年間（※２）
	
       （年）

	
物件取得見込額（税抜き）       
	
                            (円）

	
期間終了後の残価設定（税抜き）    
	
                            (円）

	
補助事業に要する経費（税抜き）        
	
                            (円）

	
補助金申請額            　　　　　　 　
	
                            (円）

	
施設利用者支払賃貸料（税込み）　　　

　
	
                (ヶ月・年）あたり

	
	
                            (円）

	
年間管理料（金利・保険料・消費税等）　  
	
                            (円）


（注１）※１及び※２については、いずれかを記入すること。
（注２）賃貸料の考え方を示した資料を添付すること。

６　関係機関の支援体制
	(1)栽培技術
	



	(2)経営指導
	



	(3)販路確保・拡大

	



	(4)農地の取得
	



	(5)住宅の確保


	

	(6)その他


	





〈支援体制図〉






（別紙様式２号）

第　　　　　　号　
年　月　日　

事業実施主体
代表者氏名　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県民局長（県民センター長）


農業施設貸与事業の事業実施計画の承認について


　　　年　月　日付け　第　号で提出のあった計画については、申請のとおり承認します。（※１○○のため不採択とします）
　　　　　　　　　　　　　　　

※１：承認されなかった者に対しては、承認しない旨を記入。


（別紙様式３号）

第　　　　　　号　
　年　月　日　

○○県民局長（県民センター長）様　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施主体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話（　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール


農業施設貸与事業の交付決定前着手届


農業施設貸与事業計画に基づく別添事業について、下記条件を了承の上、交付金交付決定前に着手したいのでお届けします。

記

１　交付金を受けるまでの期間中に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること
２　交付を受けられない場合若しくは交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと
３　当該事業については、着手から交付金交付決定を受ける期間中においては、計画変更は行わないこと

別添
	事業実施主体
	利用者
	事業量
	事業費
	着手予定
年月日
	完了予定年月日
	理由

	
	
	
	
	
	
	



（別紙様式４号）

第　　　　　　号　
　年　月　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○○県民局長（県民センター長）様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施主体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話（　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール


農業施設貸与事業の事業実績報告


農業施設貸与事業実施要領（平成27年３月30日付け農営第2068号）第５の５の(2)の規定により別紙のとおり報告します。









（別紙様式５号）
第　　　　　　号　
　年　月　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○○県民局長（県民センター長）様　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施主体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話（　　）　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電子メール



農業施設貸与事業における事業実施状況報告


農業施設貸与事業実施要領（平成27年３月30日付け農営第2068号）第５の５の(2)の規定により別紙のとおり報告します。







（別紙様式５号　別紙）

農業施設貸与事業に係る事業の実施状況

１　事業概要
	対象施設・機械
	

	期間
	自　　　年　　月　　日～　至　　　年　　月　　日

	事業実施主体
	住所

	
	代表者

	
	住所

	
	代表者

	物件利用者
	住所

	
	氏名

	物件管理者
	住所

	
	氏名



２　事業実施状況（該当する項目に☑）
· ①　１の契約期間で貸与を実施
· ②　１の物件利用者が物件を適切に利用
· ③　施設・機械を良好な状態で管理　
· ④　関係機関により支援を実施

④の支援内容
	



特記事項
	[bookmark: _Hlk156223120]



３　事業効果
　　①　経営面積：　　　　a（露地　　　　a、施設　　　　a）
②　農業所得：　　　　千円（露地　　　　千円、施設　　　　千円）
③　青年等就農計画、農業経営改善計画、経営計画等の目標と比較した農業所得状況
（該当する項目に☑）
□　順調に農業所得があがっている　　□　十分な農業所得があがっていない
④　③の理由
	


４　添付書類
（１）契約書（写し）※変更があった場合のみ
（２）写真等　［①施設（外観、内観）、②機械、③栽培状況］
（３）その他必要と認められる書類

（別紙様式６号）
情報提供同意書
　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　様

（住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（氏名、団体名称、団体代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　下記の情報を兵庫県農業共済組合へ提供すること及び兵庫県農業共済組合が当該情報を農業保険（農業経営収入保険及び農業共済）の加入推進に利用することに同意します。

記
	個人・団体の別
※該当するものに○
	個人　・　法人　・　法人以外の団体

	氏名、団体名称、
団体代表者の氏名
	上記のとおり

	住所
	上記のとおり

	電話番号
	（　　　　）　　　－

	生産・販売品目
	

	所得税（法人税）
の確定申告の状況
※該当するものに○
	青色申告 ・ 白色申告 ・ 申告していない ・ 不明

	【※法人の場合】決算日
	　　　月　　日

	本事業により取り組む内容・整備予定の財産の仕様等
	





（参考様式１号）


農業施設貸与事業計画申請書

年　月　日　

　（事業実施主体の長）　様
                                                   


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
氏名＜名称・代表者＞　　　　
生年月日＜法人設立年月日＞
年　　月　　日（　歳）
電話番号
電子メール


　　　農業施設貸与事業実施要領（平成27年３月30日付け農営第2068号）第５の１に基づき下記の通り申込みいたします。

記

１　取組目的

	〔該当するものに全て○〕
新規就農者の確保（　　）、雇用確保・創出（　）、生産量又は生産額の拡大（　）新たな品目への取組（　　）、省エネの取組（　　）




２　区分
	認定新規就農者（　  ）、認定農業者（　　）、定年帰農者等（　　）
参入企業（　  ）



３　優先条件
	中山間地域（４法指定地域）（　　）、地域計画の目標地図への位置づけ（　　）、
地域就農・定着応援プラン（　　）




４　取組内容
	就農地
	


	農業経営開始日
	年　　月　　　日


	認定新規就農者：就農認定日
認定農業者：経営改善計画認定日
	青年等就農計画　　年　　月　　日（認定・　年　月認定見込）
経営改善計画　　　年　　月　　日（認定・　年　月認定見込）

	経営面積

	（現状）
施設              a
露地　　　　　　　a
	（実施後）
施設              a
露地　　　　　　　a　


	経営品目（生産量、生産額）

	（現状）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
	（実施後）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）
○○（○○ｔ、○○円）

	雇用状況
	（現状）
常勤　　　　　　　名
非常勤　　　　　　名
	（実施後）
常勤　　　　　　　名
非常勤　　　　　　名

	地域計画
	作成・見直し年月日：
地区名：

	地域就農・定着応援プラン
	作成（予定）年月日：
プラン名：

	定年帰農者等（複数選択可）
	新規参入者（　　）、親の農業を承継する者（　　）


（注）１　認定新規就農者、認定農業者については、青年等就農計画又は経営改善計画の写しを添付すること。認定見込み者については、申請予定の青年等就農計画（案）又は経営改善計画（案）を添付すること。
２　上記１以外の者については、参考様式２の経営計画書を添付すること。
３　実施主体又は利用者が施設を整備する土地の利用権を有することがわかる書類を添付すること。なお、賃貸借方式の場合は、計画承認申請時は地権者が整備に合意していることがわかる書類および利用者の申込書の添付でも可とする。
４　農業施設貸与事業実施要領第２の３の利用者ごとの要件を満たすことがわかる書類を添付すること。
５　UJIターン者については、県外居住と、県内転居がわかる書類を添付すること。
６　法人については、定款を添付すること。
７　地域計画のうち目標地図に位置づけられている者については、地域計画の写しを添付すること。位置づけられることが確実と見込まれる者については、地域計画の話し合いの議事概要等そのことがわかる書類を添付し、実績報告時に必ず地域計画の写しを添付すること。
８　地域就農・定着応援プランについては、写しを添付すること。
９　定年帰農者等については、農業協同組合の正組合員になった日など、就農日がわかる書類を添付すること。
10　実績報告時には、加入した保険の保険証書等の写しを添付すること。
11　省エネの取組については、実績報告時に省エネ取組シートを添付すること。

５　導入を希望する施設等の内容
	
施設のみ（　　）、施設＋附帯設備（　　）、施設＋付帯設備＋機械（　　）、
機械のみ（　　）

	
対象作物
	


	
施設面積・構造
	
         ㎡
間口　　ｍ　×　長さ　　ｍ　　面積　　㎡　　棟

	
附帯設備

	①　養液栽培装置           一式
②　複合環境制御装置       ○セット

	機械・規模
	









